
「大阪府砂防指定地管理条例の今後の方針」 まとめ

砂防条例と土砂条例（仮称）の規制関係

違法⾏為の抑⽌・違法⾏為者への対応強化を図るため、所要の改正
を⾏う。

１ ⾏為者への規制

①監督処分等の公表

◆監督処分を⾏った場合に⾏為者の⽒名等を公表：〔改正前〕公表なし

②罰則の強化

◆ 〔改正前〕 １年以下の懲役または２万円以下の罰⾦

⇒ 地方自治法の範囲内（2年以下の懲役または100万円以下の罰⾦）

で上限を引き上げ（要地検協議）

③規制の強化

◆⾏為に係る資⼒審査の導入 ※規則改正により対応

２ 土地所有者の義務

◆所有地を適正に管理する義務を規定。※努⼒義務

・定期的な施工状況の確認、違法⾏為があった場合の報告を義務付け

改正内容の概要

規制区域

規制⾏為

大阪府

府⼟砂条例

（許可対象は3,000㎡〜）

砂防指定地管理条例

（許可対象は150㎡〜）

砂防指定地

府⼟砂条例

①宅地の造成、土地の掘削、盛土、

切⼟その他の土地の形質の変更

②土石の採取、鉱物の採掘又は

これらの集積若しくは投棄

③道路、橋りょうその他の砂防設備以

外の工作物の築造、改築及び除却

砂防指定地管理条例

・埋⽴、堆積、盛土

府（市町村）土砂条例（仮称）との役割分担

◆法令の趣旨・目的

〔砂防条例〕治⽔上砂防に影響のある⾏為を禁⽌・制限（下流河川への⼟砂流⼊を防⽌）

〔⼟砂条例等〕災害の防止・生活環境の保全

◆対象区域

〔砂防条例〕大阪府内の砂防指定地全域：150㎡以上

〔⼟砂条例等〕（府）府域全域：3,000㎡以上（市町村）各市町村全域：500㎡以上

◆対象⾏為

〔砂防条例〕

①宅地造成、掘削、盛土、切⼟（土地の形質変更）≧〔⼟砂条例〕埋⽴て、盛土、たい積

②土石の採取、鉱物の採掘、これらの集積・投棄≧ 〔⼟砂条例〕埋⽴て、盛土、たい積

③道路等の砂防設備以外の工作物の新改築・除却 ≠ 〔⼟砂条例〕対象外

◆原則として、各条例に基づき規制（各条例に基づく許可・監督処分等）
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